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道路防災対策、治山治水対策、土砂災害対策、海岸保全対策等により、県民の生命、
身体及び財産への被害の発生の未然防止や被害の最小化を図ります。

【現状と課題】
　島根県は、豪雨や豪雪・冬季波浪・高潮による被害を受けやすく、これまで多くの尊い人
命や貴重な財産が失われてきました。災害危険箇所の整備状況は、いまだに低い水準にあ
るため、対策を着実に推進する必要があります。
　道路防災対策は、災害の防止はもとより、災害発生時における効率的かつ円滑な救命、
救助、消防活動等を確保する観点からも進める必要があります。
　また、豪雪時における道路交通の確保に向けた取組を強化する必要があります。
　治水対策等は、昭和58年（1983年）７月豪雨をはじめとした災害などを契機に強化してい
ますが、近年、豪雨災害は頻発化・激甚化の傾向にあり、この対応が急務となっています。
　公共建築物の耐震改修は進んでいますが、民間住宅の耐震化を促進する必要があります。

【取組の方向】
①　道路防災対策

　落石等の通行危険箇所の解消や橋梁の耐震化、無電柱化等を、緊急輸送道路について
優先的に進めます。
　また、豪雪時には、異常降雪を想定した行動計画（除雪タイムライン）に基づき、各関
係機関との情報共有や連携を図りながら集中除雪を行うなど、道路交通の確保に努めま
す。

②　治水対策
　江の川流域などの近年に被害を受けた箇所や整備が遅れている県東部の市街地を中心
に河川改修を進めるとともに、あらゆる関係者が協働して流域全体で水災害対策を行う

「流域治水」の考え方に基づき、治水対策を進めます。
　国が管理する斐伊川・神戸川は、関係機関と連携を図りながら、残る大橋川改修と中海・
宍道湖の湖岸堤の整備を促進します。

③　土砂災害対策
　医療・福祉や避難活動の拠点など災害発生時の県民生活や経済活動への影響が大きい施
設等の保全を中心に、土石流・地すべり・がけ崩れに対する防災施設の整備を進めます。

④　建築物の耐震化
　公共建築物の耐震対策を引き続き進めるとともに、ホテル等、多数の人が利用する民
間の建築物や住宅の耐震化を促進するため、県民の意識啓発を図ります。
　また、木造住宅については、耐震対策のための必要な支援に取り組みます。

県民の安全安心な暮らしを守るために、防災対策を推進
するとともに、食の安全をはじめとする安全な日常生活
を確保します。

　私たちの暮らしには、いつ起きるか分からない災害や事
故など、様々な危険が潜んでいます。近年も豪雨、豪雪、
地震などにより、県内各地に大きな被害がもたらされまし
た。こうした災害から県民の生命や財産を守るために、日
ごろから備えを十分にし、被害の軽減を図ります。
　日常生活における事故・事件は、社会の変化によって多
様化しています。被害を未然に防ぐために、防犯・交通安
全等の対策が重要です。県民を守り、安全で安心して生活
できる地域をつくるための取組を進めます。

取り組む政策・施策

１ 防災対策の推進
⑴　災害に強い県土づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97
⑵　危機管理体制の充実・強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
⑶　防災・減災対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
⑷　原子力安全・防災対策の充実・強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100

２ 安全な日常生活の確保
⑴　食の安全・生活衛生の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
⑵　安全で安心な消費生活の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
⑶　交通安全対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103
⑷　治安対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104

１ 防災対策の推進

⑴ 災害に強い県土づくりⅧ 
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国、市町村、県民等と一体となって防災・減災対策に取り組むことにより、県民の生
命、身体及び財産への被害を最小限にします。

【現状と課題】
　近年、大雨など災害の発生が頻発化・激甚化しており、また、令和６年（2024年）には能
登半島で大規模な地震による被害も生じています。
　災害の発生を完全に防ぐことはできないため、発災時に県民一人ひとりが「自助」、「共助」
の意識を持って適切な対応ができるよう、地域防災力を強化していくことが必要です。
　自分では避難が困難で配慮が必要な高齢者、障がい者等については、それぞれの状況に
応じたきめ細かな支援も必要です。
　また、災害が発生した場合には、被災状況を迅速に把握し、孤立地区などに対して、消防・
警察・自衛隊などの関係機関と連携して救助や救援を行えるよう、平素から必要な体制を整
備しておく必要があります。
　そして、こうした体制が確実に運用できるよう、災害時に起こり得る様々な状況を想定
し、市町村・関係機関との訓練を通じて練度を高めることが必要です。

【取組の方向】
①　地域防災力の強化
　防災に関する講演会・学習会の開催や、一人ひとりの避難計画であるマイタイムライン
の普及などを通じて、県民の防災意識の向上を図ります。
　自主防災組織・消防団等の育成、避難行動要支援者の個別避難計画の作成など、市町村
が行う地域防災力の向上の取組を支援します。
　浸水・土砂災害等の被害想定を行い、市町村のハザードマップ等の作成を支援し、発災
時には、避難情報や水防・土砂災害危険度情報の提供等により、住民の適切な避難行動を
促します。

②　迅速な応急対策
　防災ヘリやドローンを活用した迅速な情報収集や、防災システム等による市町村との
情報共有、国等への支援要請が円滑にできるよう、平素から体制の整備を進めます。
　また、他県や関係団体等との協定等により、国や市町村等とも連携して、食料等を備
蓄・調達・輸送する体制や、災害時の医療・福祉を提供する体制の強化を図ります。

③　各種防災訓練の実施
　災害時に迅速・的確な初動対応ができるよう、防災関係機関との総合防災訓練のほか、
個別に図上訓練や情報伝達訓練等を実施し、実践的な対応力を高めます。

⑶ 防災・減災対策の推進

発生が予測できないテロ事件や新興感染症などの危機に対し、迅速・的確に対処でき
るように体制を充実・強化し、県民の生命、身体及び財産の被害を最小限にします。

【現状と課題】
　武力攻撃やテロ攻撃、新興感染症などの脅威から県民の生命・身体・財産を守るためには、
何かが起こってから対応を考えるのではなく、普段からの備えを万全にしておくことが大
切です。
　事案発生時には危機管理対策本部等を設置し、関係機関と情報を共有して必要な対策を
実施する体制を構築していますが、その体制を強化していく必要があります。
　武力攻撃やテロなどの国民保護事案については、様々な事態を想定し、警察、消防、自
衛隊等と連携し、円滑に県民の避難誘導や救助ができるよう体制の強化が必要です。
　また、新型インフルエンザ等の新たな感染症が発生すると、広範囲かつ急速なまん延に
より、生命や健康に重大な影響を与えるおそれがあります。令和元年（2019年）末からの新
型コロナウイルス感染症が県民生活などに大きな影響を与えたことを踏まえ、引き続き、
医療機関や関係機関との連携強化により、感染拡大の防止や速やかな医療の提供のための
体制整備が必要です。

【取組の方向】
①　危機管理体制の充実・強化
　危機管理能力や実践的対応能力の向上を図るとともに、関係機関との連携を強化し、
危機管理事案に対して迅速・的確に対処できるよう体制を強化します。

②　テロ対策等の充実・強化
　「島根県国民保護計画」に定めた関係機関との連携体制の整備や訓練などの実施により、
武力攻撃やテロに備えます。

③　感染症対策の充実・強化
　医療提供体制の確保や感染症発生動向調査の拡充を図るとともに、感染症発生時を想
定した訓練の実施により、感染拡大防止と医療提供の実効性を高めます。

⑵ 危機管理体制の充実・強化
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国、市町村、県民等と一体となって防災・減災対策に取り組むことにより、県民の生
命、身体及び財産への被害を最小限にします。

【現状と課題】
　近年、大雨など災害の発生が頻発化・激甚化しており、また、令和６年（2024年）には能
登半島で大規模な地震による被害も生じています。
　災害の発生を完全に防ぐことはできないため、発災時に県民一人ひとりが「自助」、「共助」
の意識を持って適切な対応ができるよう、地域防災力を強化していくことが必要です。
　自分では避難が困難で配慮が必要な高齢者、障がい者等については、それぞれの状況に
応じたきめ細かな支援も必要です。
　また、災害が発生した場合には、被災状況を迅速に把握し、孤立地区などに対して、消防・
警察・自衛隊などの関係機関と連携して救助や救援を行えるよう、平素から必要な体制を整
備しておく必要があります。
　そして、こうした体制が確実に運用できるよう、災害時に起こり得る様々な状況を想定
し、市町村・関係機関との訓練を通じて練度を高めることが必要です。

【取組の方向】
①　地域防災力の強化
　防災に関する講演会・学習会の開催や、一人ひとりの避難計画であるマイタイムライン
の普及などを通じて、県民の防災意識の向上を図ります。
　自主防災組織・消防団等の育成、避難行動要支援者の個別避難計画の作成など、市町村
が行う地域防災力の向上の取組を支援します。
　浸水・土砂災害等の被害想定を行い、市町村のハザードマップ等の作成を支援し、発災
時には、避難情報や水防・土砂災害危険度情報の提供等により、住民の適切な避難行動を
促します。

②　迅速な応急対策
　防災ヘリやドローンを活用した迅速な情報収集や、防災システム等による市町村との
情報共有、国等への支援要請が円滑にできるよう、平素から体制の整備を進めます。
　また、他県や関係団体等との協定等により、国や市町村等とも連携して、食料等を備
蓄・調達・輸送する体制や、災害時の医療・福祉を提供する体制の強化を図ります。

③　各種防災訓練の実施
　災害時に迅速・的確な初動対応ができるよう、防災関係機関との総合防災訓練のほか、
個別に図上訓練や情報伝達訓練等を実施し、実践的な対応力を高めます。

⑶ 防災・減災対策の推進

発生が予測できないテロ事件や新興感染症などの危機に対し、迅速・的確に対処でき
るように体制を充実・強化し、県民の生命、身体及び財産の被害を最小限にします。

【現状と課題】
　武力攻撃やテロ攻撃、新興感染症などの脅威から県民の生命・身体・財産を守るためには、
何かが起こってから対応を考えるのではなく、普段からの備えを万全にしておくことが大
切です。
　事案発生時には危機管理対策本部等を設置し、関係機関と情報を共有して必要な対策を
実施する体制を構築していますが、その体制を強化していく必要があります。
　武力攻撃やテロなどの国民保護事案については、様々な事態を想定し、警察、消防、自
衛隊等と連携し、円滑に県民の避難誘導や救助ができるよう体制の強化が必要です。
　また、新型インフルエンザ等の新たな感染症が発生すると、広範囲かつ急速なまん延に
より、生命や健康に重大な影響を与えるおそれがあります。令和元年（2019年）末からの新
型コロナウイルス感染症が県民生活などに大きな影響を与えたことを踏まえ、引き続き、
医療機関や関係機関との連携強化により、感染拡大の防止や速やかな医療の提供のための
体制整備が必要です。

【取組の方向】
①　危機管理体制の充実・強化
　危機管理能力や実践的対応能力の向上を図るとともに、関係機関との連携を強化し、
危機管理事案に対して迅速・的確に対処できるよう体制を強化します。

②　テロ対策等の充実・強化
　「島根県国民保護計画」に定めた関係機関との連携体制の整備や訓練などの実施により、
武力攻撃やテロに備えます。

③　感染症対策の充実・強化
　医療提供体制の確保や感染症発生動向調査の拡充を図るとともに、感染症発生時を想
定した訓練の実施により、感染拡大防止と医療提供の実効性を高めます。

⑵ 危機管理体制の充実・強化
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食品の生産から消費に至る一貫した安全対策及び生活衛生関係営業の衛生環境を確
保することにより、県民の安全・安心な生活を確保します。

【現状と課題】
　県民が安全で快適な生活を送るためには、衣食住など生活環境の衛生の確保が不可欠
です。
　中でも、食品は健康に直結するものであり、食品の安全・安心に対する関心が高まって
います。これまで、ＨＡＣＣＰ（食品等事業者が衛生管理を行う統一的な手法）に沿った
衛生管理の推進と普及に努めてきましたが、営業施設における食中毒が増加傾向にある
ことから、より一層の普及啓発が必要です。また、魚介類の寄生虫や自然毒による食中
毒などが家庭においても発生していることから、これらの食中毒の予防対策に関する啓
発を行う必要があります。
　食品事業者による食品表示は、おおむね適正に行われているものの、一部で不適正な
表示が見受けられることから、食品事業者への周知と監視・指導を徹底する必要がありま
す。
　また、理容、美容、クリーニング、公衆浴場、旅館等の生活の衛生に関係するサービ
スを提供している事業者においても、感染症などの健康被害の予防のため、衛生水準の
維持・向上が必要です。特に、公衆浴場、旅館等の入浴施設でのレジオネラ症の発生防止
に向けた対策を徹底する必要があります。
　加えて、身近な動物による人への危害や感染症の予防と、動物愛護の両面から、人と
動物が共生するより良い社会の構築を目指すことも重要です。依然として、遺棄と思わ
れる犬猫や不適切な動物の飼養による苦情が発生していることから、動物の適正な飼養
管理が求められます。

【取組の方向】
①　食の安全の確保
　食品事業者による衛生管理を徹底し、流通・販売食品の監視、県民向けの講習会等によ
る正しい知識の普及啓発により、食品による健康被害を予防します。

②　安全な生活衛生の確保
　公衆浴場や旅館等への監視・指導等により、施設の衛生確保に取り組みます。

③　人と動物の共生の実現
　動物愛護思想の普及や適正飼養の啓発を図り、犬猫の殺処分数を減らすとともに、環
境被害の防止に取り組みます。

２ 安全な日常生活の確保

⑴ 食の安全・生活衛生の確保

島根原子力発電所の周辺地域住民の安全確保を最優先に、安全・防災対策に取り組み
ます。

【現状と課題】
　島根県には、松江市鹿島町に中国電力の島根原子力発電所があります。
　原子炉は１号機、２号機、３号機の３機ありますが、このうち１号機は廃止措置中であ
り、２号機は国が福島第一原子力発電所事故を踏まえて定めた、新たな規制基準の適合性
審査を経て、令和７年（2025年）１月から営業運転を再開しており、３号機は原子力規制委
員会による審査が継続中です。
　２号機については、中国電力が安全に原子力発電所を運転するよう、その動向を厳正に
チェックしていく必要があります。
　３号機の稼働については、原子力規制委員会の審査終了後に、国から安全性や稼働の必
要性、住民の避難対策等について十分な説明を受け、県議会をはじめ、住民団体の代表も
参加する安全対策協議会、専門家である原子力安全顧問、関係自治体などの意見をよく聴
き、総合的に判断する必要があります。
　また、万が一の原子力災害に備え、避難計画をはじめとする原発の防災対策の充実を図っ
ていく必要があります。

【取組の方向】
①　原子力安全対策
　周辺地域住民の安全確保のため、島根原発の運転状況の確認、計画等に対する事前了
解、環境放射線等の測定、広報誌や講演会等による情報提供などを行います。

②　原子力防災対策
　万が一の原子力災害に備え、原子力防災資機材の整備、原子力防災訓練の実施、原子
力災害医療体制の充実を図るなど、国、島根・鳥取両県、原発の立地市及び周辺市と連携
して避難計画の実効性向上に取り組みます。

⑷ 原子力安全・防災対策の充実・強化
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食品の生産から消費に至る一貫した安全対策及び生活衛生関係営業の衛生環境を確
保することにより、県民の安全・安心な生活を確保します。

【現状と課題】
　県民が安全で快適な生活を送るためには、衣食住など生活環境の衛生の確保が不可欠
です。
　中でも、食品は健康に直結するものであり、食品の安全・安心に対する関心が高まって
います。これまで、ＨＡＣＣＰ（食品等事業者が衛生管理を行う統一的な手法）に沿った
衛生管理の推進と普及に努めてきましたが、営業施設における食中毒が増加傾向にある
ことから、より一層の普及啓発が必要です。また、魚介類の寄生虫や自然毒による食中
毒などが家庭においても発生していることから、これらの食中毒の予防対策に関する啓
発を行う必要があります。
　食品事業者による食品表示は、おおむね適正に行われているものの、一部で不適正な
表示が見受けられることから、食品事業者への周知と監視・指導を徹底する必要がありま
す。
　また、理容、美容、クリーニング、公衆浴場、旅館等の生活の衛生に関係するサービ
スを提供している事業者においても、感染症などの健康被害の予防のため、衛生水準の
維持・向上が必要です。特に、公衆浴場、旅館等の入浴施設でのレジオネラ症の発生防止
に向けた対策を徹底する必要があります。
　加えて、身近な動物による人への危害や感染症の予防と、動物愛護の両面から、人と
動物が共生するより良い社会の構築を目指すことも重要です。依然として、遺棄と思わ
れる犬猫や不適切な動物の飼養による苦情が発生していることから、動物の適正な飼養
管理が求められます。

【取組の方向】
①　食の安全の確保
　食品事業者による衛生管理を徹底し、流通・販売食品の監視、県民向けの講習会等によ
る正しい知識の普及啓発により、食品による健康被害を予防します。

②　安全な生活衛生の確保
　公衆浴場や旅館等への監視・指導等により、施設の衛生確保に取り組みます。

③　人と動物の共生の実現
　動物愛護思想の普及や適正飼養の啓発を図り、犬猫の殺処分数を減らすとともに、環
境被害の防止に取り組みます。

２ 安全な日常生活の確保

⑴ 食の安全・生活衛生の確保

島根原子力発電所の周辺地域住民の安全確保を最優先に、安全・防災対策に取り組み
ます。

【現状と課題】
　島根県には、松江市鹿島町に中国電力の島根原子力発電所があります。
　原子炉は１号機、２号機、３号機の３機ありますが、このうち１号機は廃止措置中であ
り、２号機は国が福島第一原子力発電所事故を踏まえて定めた、新たな規制基準の適合性
審査を経て、令和７年（2025年）１月から営業運転を再開しており、３号機は原子力規制委
員会による審査が継続中です。
　２号機については、中国電力が安全に原子力発電所を運転するよう、その動向を厳正に
チェックしていく必要があります。
　３号機の稼働については、原子力規制委員会の審査終了後に、国から安全性や稼働の必
要性、住民の避難対策等について十分な説明を受け、県議会をはじめ、住民団体の代表も
参加する安全対策協議会、専門家である原子力安全顧問、関係自治体などの意見をよく聴
き、総合的に判断する必要があります。
　また、万が一の原子力災害に備え、避難計画をはじめとする原発の防災対策の充実を図っ
ていく必要があります。

【取組の方向】
①　原子力安全対策
　周辺地域住民の安全確保のため、島根原発の運転状況の確認、計画等に対する事前了
解、環境放射線等の測定、広報誌や講演会等による情報提供などを行います。

②　原子力防災対策
　万が一の原子力災害に備え、原子力防災資機材の整備、原子力防災訓練の実施、原子
力災害医療体制の充実を図るなど、国、島根・鳥取両県、原発の立地市及び周辺市と連携
して避難計画の実効性向上に取り組みます。

⑷ 原子力安全・防災対策の充実・強化
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交通安全県民運動や交通安全教育を推進し交通安全意識を一層高め、交通環境の整
備や交通指導取締りにより、県民を交通事故から守ります。

【現状と課題】
　県内の交通事故は、近年、発生件数・死傷者数共に減少傾向にあります。
　一方、全死者数及び全重傷者数に占める高齢者の割合は、依然として高い水準で推移し
ているほか、交通事故全体が減少する中で高齢者が関与する事故の割合は増加傾向にある
など、高齢者の交通事故防止が重要な課題となっています。
　交通事故の多くは、前方不注意や安全不確認等の基本的ルールの認識の欠如により発生
しています。このため、歩行者や自転車利用者を含めた全ての道路利用者が、交通事故防
止を自らの問題として考え、交通ルールとマナーを守り、安全運転・安全行動が実践できる
よう、交通安全意識を高めていくことが大切です。
　また、道路利用者の安全・安心を確保するため、道路の整備や改良とともに、人を優先す
る視点に立ち、あらゆる人が利用しやすいようユニバーサルデザインの考え方に基づいて
歩行空間を整備するなど、交通環境の整備が求められています。

【取組の方向】
①　交通安全対策や交通安全教育の推進
　高齢者の交通事故防止をはじめとした交通安全対策、交通安全教育を推進します。
　また、県民の交通安全意識を高めるため、歩行者や自転車利用者を含め、全県での交
通安全県民運動を関係機関・団体と協働して推進します。

②　交通指導取締りの強化
　交通事故多発時間帯や交通事故多発路線など、地域の交通情勢に応じて、交通事故に
直結する悪質・危険性の高い飲酒運転、最高速度違反、携帯電話使用等違反、信号無視・
横断歩行者等妨害等をはじめとする交差点関連違反の取締りを強化します。

③　安全で快適な交通環境の実現
　市街地や住宅街などにおける生活道路対策や、学校周辺における通学路対策のほか、
事故危険箇所を重点とした道路環境の整備、道路利用者に分かりやすい交通規制を推進
します。

⑶ 交通安全対策の推進

消費者が正しい情報をもとに商品・サービスの選択ができ、また、消費者がトラブル
にあった場合の相談体制が整った環境をつくります。

【現状と課題】
　デジタル化の進展や経済のグローバル化を背景に、消費者の関わる取引が多様化・複雑化
しており、特にインターネットによる契約トラブルでは消費者自ら解決することが困難に
なっているほか、令和４年（2022年）４月の民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き
下げられたことに伴い、若者を中心として消費者被害が増加することも懸念されます。
　県民がどこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるためには、身近な地域におけ
る消費生活相談体制の整備が不可欠です。
　また、高齢者、障がい者、認知症の方など消費生活上、配慮を要する消費者の被害を未
然に防ぐための地域ぐるみでの見守り活動や、事業者に対する法令遵守、取引適正化の観
点からの監視・指導などによる、安全で安心な消費行動のできる環境づくりが必要です。
　他方で、持続可能な社会に向けて、節電やゴミ減量につながる選択や、フェアトレード
商品の購入など、社会・環境に配慮した「エシカル消費」の行動が消費者自身にも望まれま
す。
　消費者の求める情報が正しく得られ、消費者が正しい選択のできるような環境を整える
ことで、社会にとって不利益な商品取引等が抑制され、消費者側のニーズも満たされる社
会の実現を図っていくことが求められます。

【取組の方向】
①　消費者教育の推進
　消費者が自らの利益の擁護・増進と持続可能な社会の実現を意識して自主的かつ合理的
に行動できるよう、ライフステージに応じた消費者教育の機会を提供します。また、成
年年齢引下げに対応し、学校と連携した若年者ヘの教育をより一層推進します。

②　消費生活相談体制の充実・強化
　県と市町村の消費生活センター等における消費生活相談体制の充実・強化を図ります。

③　消費者被害の未然防止・拡大防止
　消費者被害の未然防止及び拡大防止のため、情報提供や啓発、取引の適正化の指導等
の取組や、消費者被害を防ぐ地域見守りネットワークの構築推進と運営支援を行います。

⑵ 安全で安心な消費生活の確保
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交通安全県民運動や交通安全教育を推進し交通安全意識を一層高め、交通環境の整
備や交通指導取締りにより、県民を交通事故から守ります。

【現状と課題】
　県内の交通事故は、近年、発生件数・死傷者数共に減少傾向にあります。
　一方、全死者数及び全重傷者数に占める高齢者の割合は、依然として高い水準で推移し
ているほか、交通事故全体が減少する中で高齢者が関与する事故の割合は増加傾向にある
など、高齢者の交通事故防止が重要な課題となっています。
　交通事故の多くは、前方不注意や安全不確認等の基本的ルールの認識の欠如により発生
しています。このため、歩行者や自転車利用者を含めた全ての道路利用者が、交通事故防
止を自らの問題として考え、交通ルールとマナーを守り、安全運転・安全行動が実践できる
よう、交通安全意識を高めていくことが大切です。
　また、道路利用者の安全・安心を確保するため、道路の整備や改良とともに、人を優先す
る視点に立ち、あらゆる人が利用しやすいようユニバーサルデザインの考え方に基づいて
歩行空間を整備するなど、交通環境の整備が求められています。

【取組の方向】
①　交通安全対策や交通安全教育の推進
　高齢者の交通事故防止をはじめとした交通安全対策、交通安全教育を推進します。
　また、県民の交通安全意識を高めるため、歩行者や自転車利用者を含め、全県での交
通安全県民運動を関係機関・団体と協働して推進します。

②　交通指導取締りの強化
　交通事故多発時間帯や交通事故多発路線など、地域の交通情勢に応じて、交通事故に
直結する悪質・危険性の高い飲酒運転、最高速度違反、携帯電話使用等違反、信号無視・
横断歩行者等妨害等をはじめとする交差点関連違反の取締りを強化します。

③　安全で快適な交通環境の実現
　市街地や住宅街などにおける生活道路対策や、学校周辺における通学路対策のほか、
事故危険箇所を重点とした道路環境の整備、道路利用者に分かりやすい交通規制を推進
します。

⑶ 交通安全対策の推進

消費者が正しい情報をもとに商品・サービスの選択ができ、また、消費者がトラブル
にあった場合の相談体制が整った環境をつくります。

【現状と課題】
　デジタル化の進展や経済のグローバル化を背景に、消費者の関わる取引が多様化・複雑化
しており、特にインターネットによる契約トラブルでは消費者自ら解決することが困難に
なっているほか、令和４年（2022年）４月の民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き
下げられたことに伴い、若者を中心として消費者被害が増加することも懸念されます。
　県民がどこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるためには、身近な地域におけ
る消費生活相談体制の整備が不可欠です。
　また、高齢者、障がい者、認知症の方など消費生活上、配慮を要する消費者の被害を未
然に防ぐための地域ぐるみでの見守り活動や、事業者に対する法令遵守、取引適正化の観
点からの監視・指導などによる、安全で安心な消費行動のできる環境づくりが必要です。
　他方で、持続可能な社会に向けて、節電やゴミ減量につながる選択や、フェアトレード
商品の購入など、社会・環境に配慮した「エシカル消費」の行動が消費者自身にも望まれま
す。
　消費者の求める情報が正しく得られ、消費者が正しい選択のできるような環境を整える
ことで、社会にとって不利益な商品取引等が抑制され、消費者側のニーズも満たされる社
会の実現を図っていくことが求められます。

【取組の方向】
①　消費者教育の推進
　消費者が自らの利益の擁護・増進と持続可能な社会の実現を意識して自主的かつ合理的
に行動できるよう、ライフステージに応じた消費者教育の機会を提供します。また、成
年年齢引下げに対応し、学校と連携した若年者ヘの教育をより一層推進します。

②　消費生活相談体制の充実・強化
　県と市町村の消費生活センター等における消費生活相談体制の充実・強化を図ります。

③　消費者被害の未然防止・拡大防止
　消費者被害の未然防止及び拡大防止のため、情報提供や啓発、取引の適正化の指導等
の取組や、消費者被害を防ぐ地域見守りネットワークの構築推進と運営支援を行います。

⑵ 安全で安心な消費生活の確保
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各種犯罪の検挙や、被害防止に役立つ情報発信等を推進し、県民が安全で安心して
暮らせる日本一治安の良い地域社会を実現します。

【現状と課題】
　県内の刑法犯認知件数は、平成15年（2003年）のピーク時の9,217件から約５分の１の水準ま
で減少し、令和３年から令和５年は全国最少となるなど治安情勢に相当の改善がみられます。
　一方、特殊詐欺やＳＮＳを利用した詐欺被害が拡大しているとともに、サイバー空間が
県民生活や経済活動に不可欠な社会基盤となる中、サイバー犯罪や行政機関・民間事業者を
狙ったサイバー攻撃等の発生が懸念されています。
　さらに、暴力団員等の数は減少しているものの、ＳＮＳなどで緩やかに結びつく匿名・流
動型犯罪グループなど新たな犯罪組織が暗躍しています。
　また、子どもや女性を狙った犯罪等の前兆とみられる声掛け・つきまとい等事案やＤＶ・
ストーカー、児童虐待等の県民の生命を脅かす人身安全関連事案も発生しています。
　少子高齢化の進展等社会構造の変化に対応し、今後も安全で安心な県民生活を確保する
ため、防犯ボランティア等との連携を一層強化するなど、地域全体で子ども・女性・高齢者
をはじめとする県民の安全を守るための各種対策や犯罪被害者等への支援に取り組む必要
があります。
　複雑多様化する犯罪や新たな脅威に対する対処能力を強化するため、治安基盤の整備が
求められています。

【取組の方向】
①　犯罪抑止対策の推進
　街頭活動の強化、ＳＮＳを利用した詐欺やサイバー犯罪等の被害防止に資する情報の迅
速・効果的な発信、被害者の安全確保を最優先にした人身安全関連事案の対策など、子ど
も・女性・高齢者をはじめとする県民の安全を守るための取組を推進します。

②　犯罪検挙対策の推進
　凶悪犯罪発生時の迅速・的確な初動捜査、綿密な現場鑑識活動、情報分析システムの効
果的活用等、検挙に向けた取組を徹底します。
　また、検挙のために他県警察との連携を緊密にし、捜査用資機材を効果的に活用する
など、特殊詐欺やＳＮＳを利用した詐欺、サイバー犯罪、人身安全関連事案等に対する
対処能力の強化を図ります。

③　犯罪のない安全で安心なまちづくり
　関係機関・団体と連携し、防犯ボランティア、事業者による自主防犯活動の活性化を図
り、子ども・女性の見守り活動や街頭防犯カメラの設置等、防犯環境の整備を促進します。
　また、犯罪被害者等への支援の充実に取り組みます。

⑷ 治安対策の推進
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　第２期計画で引き続き掲げる長期の目標（合計特殊出生率2.07、人口の社会移
動の均衡）の達成のためには、若者が結婚や出産、子育ての選択をためらう原因
となっている将来不安を解消することや、若者の都市部への転出につながって
いる都市と地方の格差を是正することが必要です。
　こうした一地方で解決することができない日本社会、日本経済全体の課題へ
の対策を国に求めていくことも、目指す将来像を実現するために欠かせません。
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各種犯罪の検挙や、被害防止に役立つ情報発信等を推進し、県民が安全で安心して
暮らせる日本一治安の良い地域社会を実現します。

【現状と課題】
　県内の刑法犯認知件数は、平成15年（2003年）のピーク時の9,217件から約５分の１の水準ま
で減少し、令和３年から令和５年は全国最少となるなど治安情勢に相当の改善がみられます。
　一方、特殊詐欺やＳＮＳを利用した詐欺被害が拡大しているとともに、サイバー空間が
県民生活や経済活動に不可欠な社会基盤となる中、サイバー犯罪や行政機関・民間事業者を
狙ったサイバー攻撃等の発生が懸念されています。
　さらに、暴力団員等の数は減少しているものの、ＳＮＳなどで緩やかに結びつく匿名・流
動型犯罪グループなど新たな犯罪組織が暗躍しています。
　また、子どもや女性を狙った犯罪等の前兆とみられる声掛け・つきまとい等事案やＤＶ・
ストーカー、児童虐待等の県民の生命を脅かす人身安全関連事案も発生しています。
　少子高齢化の進展等社会構造の変化に対応し、今後も安全で安心な県民生活を確保する
ため、防犯ボランティア等との連携を一層強化するなど、地域全体で子ども・女性・高齢者
をはじめとする県民の安全を守るための各種対策や犯罪被害者等への支援に取り組む必要
があります。
　複雑多様化する犯罪や新たな脅威に対する対処能力を強化するため、治安基盤の整備が
求められています。

【取組の方向】
①　犯罪抑止対策の推進
　街頭活動の強化、ＳＮＳを利用した詐欺やサイバー犯罪等の被害防止に資する情報の迅
速・効果的な発信、被害者の安全確保を最優先にした人身安全関連事案の対策など、子ど
も・女性・高齢者をはじめとする県民の安全を守るための取組を推進します。

②　犯罪検挙対策の推進
　凶悪犯罪発生時の迅速・的確な初動捜査、綿密な現場鑑識活動、情報分析システムの効
果的活用等、検挙に向けた取組を徹底します。
　また、検挙のために他県警察との連携を緊密にし、捜査用資機材を効果的に活用する
など、特殊詐欺やＳＮＳを利用した詐欺、サイバー犯罪、人身安全関連事案等に対する
対処能力の強化を図ります。

③　犯罪のない安全で安心なまちづくり
　関係機関・団体と連携し、防犯ボランティア、事業者による自主防犯活動の活性化を図
り、子ども・女性の見守り活動や街頭防犯カメラの設置等、防犯環境の整備を促進します。
　また、犯罪被害者等への支援の充実に取り組みます。

⑷ 治安対策の推進
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　第２期計画で引き続き掲げる長期の目標（合計特殊出生率2.07、人口の社会移
動の均衡）の達成のためには、若者が結婚や出産、子育ての選択をためらう原因
となっている将来不安を解消することや、若者の都市部への転出につながって
いる都市と地方の格差を是正することが必要です。
　こうした一地方で解決することができない日本社会、日本経済全体の課題へ
の対策を国に求めていくことも、目指す将来像を実現するために欠かせません。
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【現状と課題】
　平成20年代後半以降、１ドル110円前後で推移してきた為替相場は、令和４年（2022年）
春頃から急速に円安が進み、令和５年（2023年）秋には150円、令和６年（2024年）夏には
160円の水準となりました。
　ロシアのウクライナ侵攻（令和４年（2022年）２月）を背景に始まった物価・エネルギー価
格の高騰は、円安により一層進み、令和２年（2020年）を100とした令和５年（2023年）の
全国の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）は前年比3.1％上昇の105.2となり、41年ぶり
の高い伸び率となりました。
　また、この急激な物価高騰により実質賃金が減少し、令和２年（2020年）を100とした令
和５年（2023年）の全国の実質賃金指数（現金給与総額）は97.1となりました。
　こうした状況の中、令和５年（2023年）の全国の婚姻数は前年の50.5万組から３万組
（6.0％）減の47.5万組、出生数は前年の77.1万人から4.3万人（5.6％）減の72.7万人となり、
合計特殊出生率は全ての都道府県において前年より低下し、過去最低の1.20となりました。
　島根県においても、令和５年（2023年）の婚姻数は前年比3.3％減の2,095組、出生数は前
年比9.7％減の3,759人と、それぞれ大きく減少し、合計特殊出生率は前年より0.11ポイント
低い1.46となりました。
　令和６年（2024年）６月に実施した県民意識調査において、「独身の方の結婚をためらわ
せる理由（複数回答）」について、「結婚後の生活資金」と回答された方が56.6％と最も多く、
「理想的な子どもの数より実際の子どもの数が少ない理由（複数回答）」について、「子育て
や教育にお金がかかりすぎるから」と回答された方が39.8％と最も多かったことからも、物
価高騰や実質賃金の減少は、若者の将来不安を増加させ、結婚や出産、子育ての選択をた
めらわせているものと考えられます。また、全都道府県で出生率が低下していることなど
からすると、こうした状況は全国で同様に起こっているものと考えられます。
　行き過ぎた円安による急激な物価高騰は、食料品をはじめとした生活必需品の大幅な値
上げから、県民の生活や若者の将来設計に悪影響を及ぼしているのみならず、事業者のコ
スト増及び利益の減少を招き、十分な賃上げを妨げる要因ともなっています。
　現在は、行き過ぎた円安の局面ですが、逆に、行き過ぎた円高の局面では、別の影響が
生じるものと見込まれます。

【取組の方向】
　行き過ぎた円安など、県民生活や県内事業者の経営に深刻な影響を与える為替水準につ
いては、国に対して、金融・為替政策を通じた是正を求めていきます。

Ａ 合計特殊出生率を引き上げるために

Ａ－１　実質賃金の減少による若者の将来不安の解消
　　　～「物価上昇を抑える」ことによる解決～

〔国に求める対策〕
①　県民生活や県内事業者の経営に深刻な影響を与える為替水準の是正

【現状と課題】
　令和２年（2020年）を100とした令和５年（2023年）の実質賃金指数（現金給与総額）は、
東京都が99.2であるのに対して島根県は96.3であり、その減少幅は、大都市より地方の方が
大きく、格差が広がっています。
　これは、実質賃金に影響を与える２つの要素のうち消費者物価指数（生鮮食品を除く総
合）は、東京都の105.0に対して島根県が105.1と大差がない中で、もう１つの要素である名
目賃金について、大都市では、好業績を上げている大企業を中心に物価の高騰に対応する
賃上げが実施されているのに対し、地方に多い中小企業では、取引先に対する立場が弱い
ことなどから、コスト上昇分の価格転嫁が十分にできず、十分な賃上げが実施されていな
いことによるものです。
　十分な賃上げができず、実質賃金が減少することは、若者の将来不安を増加させ、結婚
や出産、子育ての選択をためらわせるのみならず、大都市との格差から、若者の大都市へ
の転出に拍車をかけることにもなっています。

【取組の方向】
　地方に多い中小企業が物価上昇に負けない賃上げを行う前提としてコスト上昇分を価格
転嫁できるよう、大企業との対等な取引環境を整備することが必要です。
　この実現のため、国に対して、発注企業に対する働きかけや立入調査等の取締体制の強
化、さらには、下請代金支払遅延等防止法や独占禁止法といった法律に基づく措置や行政
指導など、実効性のあるあらゆる手段を講じることを求めていきます。

Ａ 合計特殊出生率を引き上げるために

Ａ－２　実質賃金の減少による若者の将来不安の解消
　　　～「物価上昇に負けない賃上げ」による解決～

Ｂ 人口の社会減を減らすために

Ｂ－１　若者の転出につながる大都市と地方の実質賃金の格差の是正

〔国に求める対策〕
②　物価上昇等によるコスト上昇分を価格転嫁できる取引環境の整備
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【現状と課題】
　平成20年代後半以降、１ドル110円前後で推移してきた為替相場は、令和４年（2022年）
春頃から急速に円安が進み、令和５年（2023年）秋には150円、令和６年（2024年）夏には
160円の水準となりました。
　ロシアのウクライナ侵攻（令和４年（2022年）２月）を背景に始まった物価・エネルギー価
格の高騰は、円安により一層進み、令和２年（2020年）を100とした令和５年（2023年）の
全国の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）は前年比3.1％上昇の105.2となり、41年ぶり
の高い伸び率となりました。
　また、この急激な物価高騰により実質賃金が減少し、令和２年（2020年）を100とした令
和５年（2023年）の全国の実質賃金指数（現金給与総額）は97.1となりました。
　こうした状況の中、令和５年（2023年）の全国の婚姻数は前年の50.5万組から３万組
（6.0％）減の47.5万組、出生数は前年の77.1万人から4.3万人（5.6％）減の72.7万人となり、
合計特殊出生率は全ての都道府県において前年より低下し、過去最低の1.20となりました。
　島根県においても、令和５年（2023年）の婚姻数は前年比3.3％減の2,095組、出生数は前
年比9.7％減の3,759人と、それぞれ大きく減少し、合計特殊出生率は前年より0.11ポイント
低い1.46となりました。
　令和６年（2024年）６月に実施した県民意識調査において、「独身の方の結婚をためらわ
せる理由（複数回答）」について、「結婚後の生活資金」と回答された方が56.6％と最も多く、
「理想的な子どもの数より実際の子どもの数が少ない理由（複数回答）」について、「子育て
や教育にお金がかかりすぎるから」と回答された方が39.8％と最も多かったことからも、物
価高騰や実質賃金の減少は、若者の将来不安を増加させ、結婚や出産、子育ての選択をた
めらわせているものと考えられます。また、全都道府県で出生率が低下していることなど
からすると、こうした状況は全国で同様に起こっているものと考えられます。
　行き過ぎた円安による急激な物価高騰は、食料品をはじめとした生活必需品の大幅な値
上げから、県民の生活や若者の将来設計に悪影響を及ぼしているのみならず、事業者のコ
スト増及び利益の減少を招き、十分な賃上げを妨げる要因ともなっています。
　現在は、行き過ぎた円安の局面ですが、逆に、行き過ぎた円高の局面では、別の影響が
生じるものと見込まれます。

【取組の方向】
　行き過ぎた円安など、県民生活や県内事業者の経営に深刻な影響を与える為替水準につ
いては、国に対して、金融・為替政策を通じた是正を求めていきます。

Ａ 合計特殊出生率を引き上げるために

Ａ－１　実質賃金の減少による若者の将来不安の解消
　　　～「物価上昇を抑える」ことによる解決～

〔国に求める対策〕
①　県民生活や県内事業者の経営に深刻な影響を与える為替水準の是正

【現状と課題】
　令和２年（2020年）を100とした令和５年（2023年）の実質賃金指数（現金給与総額）は、
東京都が99.2であるのに対して島根県は96.3であり、その減少幅は、大都市より地方の方が
大きく、格差が広がっています。
　これは、実質賃金に影響を与える２つの要素のうち消費者物価指数（生鮮食品を除く総
合）は、東京都の105.0に対して島根県が105.1と大差がない中で、もう１つの要素である名
目賃金について、大都市では、好業績を上げている大企業を中心に物価の高騰に対応する
賃上げが実施されているのに対し、地方に多い中小企業では、取引先に対する立場が弱い
ことなどから、コスト上昇分の価格転嫁が十分にできず、十分な賃上げが実施されていな
いことによるものです。
　十分な賃上げができず、実質賃金が減少することは、若者の将来不安を増加させ、結婚
や出産、子育ての選択をためらわせるのみならず、大都市との格差から、若者の大都市へ
の転出に拍車をかけることにもなっています。

【取組の方向】
　地方に多い中小企業が物価上昇に負けない賃上げを行う前提としてコスト上昇分を価格
転嫁できるよう、大企業との対等な取引環境を整備することが必要です。
　この実現のため、国に対して、発注企業に対する働きかけや立入調査等の取締体制の強
化、さらには、下請代金支払遅延等防止法や独占禁止法といった法律に基づく措置や行政
指導など、実効性のあるあらゆる手段を講じることを求めていきます。

Ａ 合計特殊出生率を引き上げるために

Ａ－２　実質賃金の減少による若者の将来不安の解消
　　　～「物価上昇に負けない賃上げ」による解決～

Ｂ 人口の社会減を減らすために

Ｂ－１　若者の転出につながる大都市と地方の実質賃金の格差の是正

〔国に求める対策〕
②　物価上昇等によるコスト上昇分を価格転嫁できる取引環境の整備
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附属資料

【現状と課題】
　令和５年（2023年）の東京圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）の転入超過数は、前
年より２万人増の11.5万人であり、転入者の大半は大学などへの進学や就職を契機とした
10代後半、20代の若者が占めています。
　また、東京圏に住む20代、30代の女性は、日本全体の３分の１を占めています。
　令和５年（2023年）の東京都の合計特殊出生率は、全国最下位の0.99であり、その他の３
県は、いずれも全国順位40位台となっています。
　大企業や大学が集中していることや、地方との賃金格差などを背景とした東京圏への人
口一極集中は、地方からの人口流出という地方の社会減を引き起こしているのみならず、
東京圏の出生率の低さから、日本全体の出生数減にもつながっています。
　大都市から地方に人口を分散させることは、地方の人口が増えることで過疎問題の縮小
につながるとともに、大都市の住民にとっても、大都市の過密を緩和し生活環境が向上す
るプラスの政策です。さらに、若者が出生率の低い大都市から出生率の高い地方に移動す
ることは、全国の出生数の増加につながるなど、日本全体にとってメリットのある政策で
す。

【取組の方向】
　東京一極集中を是正し、地方の人口を維持するためには、雇用を大規模に地方に分散さ
せる必要があります。
　この実現のため、国に対して、税制の見直しなど大胆で戦略的な政策を求めていきます。

Ｂ 人口の社会減を減らすために

Ｂ－２　東京一極集中の是正

〔国に求める対策〕
③　税制の見直しなど、大胆で戦略的な政策による東京一極集中の是正
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附属資料

【現状と課題】
　令和５年（2023年）の東京圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）の転入超過数は、前
年より２万人増の11.5万人であり、転入者の大半は大学などへの進学や就職を契機とした
10代後半、20代の若者が占めています。
　また、東京圏に住む20代、30代の女性は、日本全体の３分の１を占めています。
　令和５年（2023年）の東京都の合計特殊出生率は、全国最下位の0.99であり、その他の３
県は、いずれも全国順位40位台となっています。
　大企業や大学が集中していることや、地方との賃金格差などを背景とした東京圏への人
口一極集中は、地方からの人口流出という地方の社会減を引き起こしているのみならず、
東京圏の出生率の低さから、日本全体の出生数減にもつながっています。
　大都市から地方に人口を分散させることは、地方の人口が増えることで過疎問題の縮小
につながるとともに、大都市の住民にとっても、大都市の過密を緩和し生活環境が向上す
るプラスの政策です。さらに、若者が出生率の低い大都市から出生率の高い地方に移動す
ることは、全国の出生数の増加につながるなど、日本全体にとってメリットのある政策で
す。

【取組の方向】
　東京一極集中を是正し、地方の人口を維持するためには、雇用を大規模に地方に分散さ
せる必要があります。
　この実現のため、国に対して、税制の見直しなど大胆で戦略的な政策を求めていきます。

Ｂ 人口の社会減を減らすために

Ｂ－２　東京一極集中の是正

〔国に求める対策〕
③　税制の見直しなど、大胆で戦略的な政策による東京一極集中の是正
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　当審議会は、令和６年７月４日に知事から「第２期島根創生計画」の策定に
ついて諮問を受け、この間、地域広聴会やパブリックコメント、市町村長と
の意見交換会などでの意見も参考に、当審議会における各委員の専門的な見
地から調査、審議してまいりました。
　この度、とりまとめられた「第２期島根創生計画（案）」について、当審議会
は全体として妥当なものと評価します。
　なお、次のとおり意見を述べます。

１　計画について
　⑴  計画全体の考え方について
　　〇　島根が目指す将来像として、「人口減少に打ち勝ち　笑顔で暮らせる
　　　島根」を維持すること、また、数値目標として「合計特殊出生率2.07」
　　　と「人口の社会移動の均衡」を維持することは、県が引き続き、人口減
　　　少対策に取り組んでいく姿勢を示すものとして適切であると考えます。
　　　　目指す将来像や数値目標の考え方について、県民の皆様に丁寧に説明
　　　し、県の考えが伝わるよう、取り組んでもらいたいと考えます。
　　〇　「誰もが、誰かの、たからもの。」というキーフレーズは、県民一人ひ
　　　とりを大切にする島根の暮らしの良さや魅力を表現したものであり、良
　　　いものと考えます。

　⑵  各施策の基本的方向について
　　〇　３つの柱、８つの基本目標といった基本的な柱立てを維持し、あら
　　　ゆる分野の施策を実施するとした上で、人口減少が進む中で必要とな
　　　る地域の生活基盤を支える人材の確保など、新たな課題に対応するた
　　　めの見直しを行ったことは、適切であると考えます。

　⑶  国に求めていく対策について
　　〇　島根が目指す将来像を実現するために、一地方では解決できない日本
　　　社会、日本経済全体の課題の対策を国に求めていくことを新たに掲げた
　　　ことは、県が一丸となって取組を進めることと同様に、重要だと考えま
　　　す。

政 第 1 6 6 号
令 和 ６ 年 ７ 月 ４ 日

島根県総合開発審議会
　会　長　服部　泰直　様

島根県知事　丸  山  達  也  　
（政策企画局政策企画監室）  　

「第２期島根創生計画」について（諮問）
　人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根をつくるため、施策運営
の総合的・基本的な指針となる「第２期島根創生計画」の策定について、
貴会の調査、審議を求めます。
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資料１ 別　  紙

諮 問 文 「第２期島根創生計画」の策定について（答申）

令 和 ６ 年 1 2 月 1 1 日

島根県知事　丸 山 達 也　 様

島根県総合開発審議会　　　
会長　服 部 泰 直　　 

「第２期島根創生計画」について（答申）
　令和６年７月４日付け政第166号で諮問がありました「第２期島根
創生計画」の策定について、当審議会で慎重に調査、審議を重ねた結
果、別紙のとおり答申します。
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　当審議会は、令和６年７月４日に知事から「第２期島根創生計画」の策定に
ついて諮問を受け、この間、地域広聴会やパブリックコメント、市町村長と
の意見交換会などでの意見も参考に、当審議会における各委員の専門的な見
地から調査、審議してまいりました。
　この度、とりまとめられた「第２期島根創生計画（案）」について、当審議会
は全体として妥当なものと評価します。
　なお、次のとおり意見を述べます。

１　計画について
　⑴  計画全体の考え方について
　　〇　島根が目指す将来像として、「人口減少に打ち勝ち　笑顔で暮らせる
　　　島根」を維持すること、また、数値目標として「合計特殊出生率2.07」
　　　と「人口の社会移動の均衡」を維持することは、県が引き続き、人口減
　　　少対策に取り組んでいく姿勢を示すものとして適切であると考えます。
　　　　目指す将来像や数値目標の考え方について、県民の皆様に丁寧に説明
　　　し、県の考えが伝わるよう、取り組んでもらいたいと考えます。
　　〇　「誰もが、誰かの、たからもの。」というキーフレーズは、県民一人ひ
　　　とりを大切にする島根の暮らしの良さや魅力を表現したものであり、良
　　　いものと考えます。

　⑵  各施策の基本的方向について
　　〇　３つの柱、８つの基本目標といった基本的な柱立てを維持し、あら
　　　ゆる分野の施策を実施するとした上で、人口減少が進む中で必要とな
　　　る地域の生活基盤を支える人材の確保など、新たな課題に対応するた
　　　めの見直しを行ったことは、適切であると考えます。

　⑶  国に求めていく対策について
　　〇　島根が目指す将来像を実現するために、一地方では解決できない日本
　　　社会、日本経済全体の課題の対策を国に求めていくことを新たに掲げた
　　　ことは、県が一丸となって取組を進めることと同様に、重要だと考えま
　　　す。

政 第 1 6 6 号
令 和 ６ 年 ７ 月 ４ 日

島根県総合開発審議会
　会　長　服部　泰直　様

島根県知事　丸  山  達  也  　
（政策企画局政策企画監室）  　

「第２期島根創生計画」について（諮問）
　人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根をつくるため、施策運営
の総合的・基本的な指針となる「第２期島根創生計画」の策定について、
貴会の調査、審議を求めます。

附
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料

資料１ 別　  紙

諮 問 文 「第２期島根創生計画」の策定について（答申）

令 和 ６ 年 1 2 月 1 1 日

島根県知事　丸 山 達 也　 様

島根県総合開発審議会　　　
会長　服 部 泰 直　　 

「第２期島根創生計画」について（答申）
　令和６年７月４日付け政第166号で諮問がありました「第２期島根
創生計画」の策定について、当審議会で慎重に調査、審議を重ねた結
果、別紙のとおり答申します。

答 申 文
附
属
資
料
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資料２

島根県総合開発審議会　委員名簿
任期：令和５年７月３日～令和７年７月２日（五十音順、敬称略）

計24名  

氏　名 役　　　　職

青 野 幸 子

池 田 高 世 偉

あ お の さ ち こ

い け だ こ う せ い

い け だ や す え

い と う し づ え

う え む ら ち え

う ら か み け い ご

う わ と こ え り

か ど ひ と み

か ね ち く り え

く ぼ た し ょ う い ち

さ と う た か し

さ ん べ ひ ろ み

す ぎ た に ま さ よ し

た な べ ち ょ う え も ん

た に だ か ず こ

な か む ら ま み こ

な り あ い よ し ろ う

は っ と り や す な お

ひ だ か み つ ひ ろ

ふ く し ま え い じ

ま つ お の り お

む ろ さ き と み え

も り も と の り ひ こ

島根県商工会女性部連合会　会長

島根県町村会　会長

池 田 康 枝 公益社団法人島根県看護協会　会長

伊 藤 志 津 江 飯南町志々公民館　館長

植 村 千 絵 島根県保育協議会　理事

浦 上 慧 伍 公募委員

上 床 絵 理 高津川リバービア株式会社　代表取締役

賀 戸 ひ と み 島根県連合婦人会　副会長

有限会社Willさんいん　代表取締役金 築 理 惠

島根県市長会　会長久 保 田 章 市

島根県森林組合連合会　代表理事専務佐 藤 　 　 隆

つちのと舎　代表三 瓶 裕 美

島根県中小企業団体中央会　会長杉 谷 雅 祥

島根県商工会議所連合会　会頭田 部 長 右 衛 門

京見屋分店谷 田 一 子

株式会社山陰合同銀行　取締役監査等委員中 村 真 実 子

日本労働組合総連合会島根県連合会　会長成 相 善 朗

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構　機構長服 部 泰 直

島根県農業協同組合　代表理事専務日 髙 光 弘

漁業協同組合ＪＦしまね　常務理事福 島 英 治

株式会社山陰中央新報社　代表取締役社長松 尾 倫 男

社会福祉法人島根県社会福祉協議会　副会長室 崎 富 恵

山 　 﨑 　 瑞 　 穂

一般社団法人島根県医師会　会長森 本 紀 彦
や ま さ き み ず ほ フリーアナウンサー

２　計画の推進について
　　〇　今後の計画の推進に当たっては、島根が目指す将来像の実現に向けて、
　　　県の財政状況を踏まえつつ、県民の皆様に丁寧に説明しながら、着実に
　　　取り組むことを求めます。
　　〇　「誰もが、誰かの、たからもの。」というキーフレーズなどで表現する
　　　島根の魅力を、県内に向けては県民の皆様に共感していただくよう、県
　　　外に向けては多くの方に島根の暮らしに興味を持ってもらえるよう、手
　　　法や媒体を工夫して情報発信することを求めます。
　　〇　市町村や関係団体、県民の皆様、企業・ＮＰＯ等とも幅広く協働し、
　　　総力を結集して、オール島根で様々な政策を進めることを求めます。
　　〇　また、毎年度、「総合戦略アクションプラン」の柔軟な見直しや予算
　　　編成を通じて、効果的な施策の構築・推進に取り組むことを求めます。
　　〇　当審議会としては、その実施状況をフォローアップするなど、今後と
　　　も必要な役割を果たしていきたいと考えます。

（R5.8.1 ～）

（R6.5.1 ～）

112



附
属
資
料

附
属
資
料

資料２

島根県総合開発審議会　委員名簿
任期：令和５年７月３日～令和７年７月２日（五十音順、敬称略）

計24名  

氏　名 役　　　　職

青 野 幸 子

池 田 高 世 偉

あ お の さ ち こ

い け だ こ う せ い

い け だ や す え

い と う し づ え

う え む ら ち え

う ら か み け い ご

う わ と こ え り

か ど ひ と み

か ね ち く り え

く ぼ た し ょ う い ち

さ と う た か し

さ ん べ ひ ろ み

す ぎ た に ま さ よ し

た な べ ち ょ う え も ん

た に だ か ず こ

な か む ら ま み こ

な り あ い よ し ろ う

は っ と り や す な お

ひ だ か み つ ひ ろ

ふ く し ま え い じ

ま つ お の り お

む ろ さ き と み え

も り も と の り ひ こ

島根県商工会女性部連合会　会長

島根県町村会　会長

池 田 康 枝 公益社団法人島根県看護協会　会長

伊 藤 志 津 江 飯南町志々公民館　館長

植 村 千 絵 島根県保育協議会　理事

浦 上 慧 伍 公募委員

上 床 絵 理 高津川リバービア株式会社　代表取締役

賀 戸 ひ と み 島根県連合婦人会　副会長

有限会社Willさんいん　代表取締役金 築 理 惠

島根県市長会　会長久 保 田 章 市

島根県森林組合連合会　代表理事専務佐 藤 　 　 隆

つちのと舎　代表三 瓶 裕 美

島根県中小企業団体中央会　会長杉 谷 雅 祥

島根県商工会議所連合会　会頭田 部 長 右 衛 門

京見屋分店谷 田 一 子

株式会社山陰合同銀行　取締役監査等委員中 村 真 実 子

日本労働組合総連合会島根県連合会　会長成 相 善 朗

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構　機構長服 部 泰 直

島根県農業協同組合　代表理事専務日 髙 光 弘

漁業協同組合ＪＦしまね　常務理事福 島 英 治

株式会社山陰中央新報社　代表取締役社長松 尾 倫 男

社会福祉法人島根県社会福祉協議会　副会長室 崎 富 恵

山 　 﨑 　 瑞 　 穂

一般社団法人島根県医師会　会長森 本 紀 彦
や ま さ き み ず ほ フリーアナウンサー

２　計画の推進について
　　〇　今後の計画の推進に当たっては、島根が目指す将来像の実現に向けて、
　　　県の財政状況を踏まえつつ、県民の皆様に丁寧に説明しながら、着実に
　　　取り組むことを求めます。
　　〇　「誰もが、誰かの、たからもの。」というキーフレーズなどで表現する
　　　島根の魅力を、県内に向けては県民の皆様に共感していただくよう、県
　　　外に向けては多くの方に島根の暮らしに興味を持ってもらえるよう、手
　　　法や媒体を工夫して情報発信することを求めます。
　　〇　市町村や関係団体、県民の皆様、企業・ＮＰＯ等とも幅広く協働し、
　　　総力を結集して、オール島根で様々な政策を進めることを求めます。
　　〇　また、毎年度、「総合戦略アクションプラン」の柔軟な見直しや予算
　　　編成を通じて、効果的な施策の構築・推進に取り組むことを求めます。
　　〇　当審議会としては、その実施状況をフォローアップするなど、今後と
　　　も必要な役割を果たしていきたいと考えます。

（R5.8.1 ～）

（R6.5.1 ～）
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資料４

地方創生・行財政改革調査特別委員長報告（抜粋）

　地方創生・行財政改革調査特別委員会の調査結果について報告いたします。
　本委員会は、①県の地域特性を踏まえた望ましい地方創生のあり方について調査検討を行
うこと、②行財政改革の進捗状況、その効果及び課題等について調査検討を行うこと、の２
点を目的として令和５年６月定例会において設置され、執行部に説明を求め、調査を行っ
てきました。
　以下、その調査結果及び本委員会からの意見や要望等について報告いたします。

　まず初めに、「地方創生」についてであります。
　令和２年３月に策定した「島根創生計画」の計画期間が令和６年度までであるため、執行
部において、これまでの地方創生の取組の検証と、「第２期島根創生計画」の検討が進めら
れ、本委員会として、逐次説明を聴取してまいりました。

　本委員会といたしましては、この「島根創生計画」は島根県の施策運営の総合的・基本的
な指針であり、最上位の行政計画であるとの認識のもと、現在の本県の状況を踏まえた上
で、必要な内容となるよう、調査検討を行ってきたところです。

　現行の「島根創生計画」は、本格的に取り組もうとされていた矢先、新型コロナウイルス
感染症の感染が確認され、その後、感染拡大が長期化したほか、令和４年度にはロシアの
ウクライナ侵攻を背景に始まったエネルギー価格・物価高騰等により、計画を策定した時点
で実施しようとされていたことが十分には実施できない状況となりました。コロナは令和
５年５月に５類へ移行し、社会活動への影響はほぼ解消されたところではありますが、エ
ネルギー価格・物価高騰等は高止まりの状況にあり、県民生活や企業活動を取り巻く環境
は、依然として厳しい状況が続いています。

　こうした中にあっても、執行部におかれては、コロナの感染拡大防止と県内経済の回復
に最優先で取り組むと同時に、島根創生の取組を着実に進めてこられました。しかしなが
ら、島根創生計画に掲げた数値目標については、合計特殊出生率、人口の社会移動ともに、
現状は低下傾向にあり、人口減少に歯止めがかからない状況です。

　こうした状況も踏まえながら、「第２期島根創生計画」の策定に向け、本委員会ではこの
間、定例会毎に審議を行ってまいりました。
　執行部からは、第２期計画の考え方として、まず、目指す将来像については、県民一人
ひとりが愛着と誇りを持って笑顔で暮らせる「島根の暮らし」を守り、その暮らしを次の世
代に引き継いでいくという、基本的な考え方は変わっていないことから、引き続き「人口

令 和 ７ 年 ３ 月 １3日
２月定例県議会本会議
において了承

資料３

島根県総合開発審議会　審議状況

○第57回審議会　令和６年７月４日（木）
主な議題
　・諮問
　・島根創生計画に基づくこれまでの取組の評価（政策評価）
　・島根県の概況
　・第２期島根創生計画（案）骨子

○第58回審議会　令和６年８月28日（水）
主な議題
　・第２期島根創生計画（素案）
　・「人口減少に打ち勝つための総合戦略」において新規・拡充を検討して
　　いる主な施策
　・島根県政県民意識調査の結果

○第59回審議会　令和６年10月17日（木）
主な議題
　・第２期島根創生計画（素案）
　・「第２期島根創生計画（素案）」に関するご意見
　・令和６年度施策評価等、地方創生関連交付金事業及び企業版ふるさと
　　納税の活用状況

○第60回審議会　令和６年12月10日（火）
主な議題
　・答申（案）
　・第２期島根創生計画（案）
　・「人口減少に打ち勝つための総合戦略」において新規・拡充を検討して
　　いる主な施策
　・「第２期島根創生計画（素案）」に関するご意見
　・島根県の人口動態

○知事へ答申　令和６年12月11日（水）
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資料４

地方創生・行財政改革調査特別委員長報告（抜粋）

　地方創生・行財政改革調査特別委員会の調査結果について報告いたします。
　本委員会は、①県の地域特性を踏まえた望ましい地方創生のあり方について調査検討を行
うこと、②行財政改革の進捗状況、その効果及び課題等について調査検討を行うこと、の２
点を目的として令和５年６月定例会において設置され、執行部に説明を求め、調査を行っ
てきました。
　以下、その調査結果及び本委員会からの意見や要望等について報告いたします。

　まず初めに、「地方創生」についてであります。
　令和２年３月に策定した「島根創生計画」の計画期間が令和６年度までであるため、執行
部において、これまでの地方創生の取組の検証と、「第２期島根創生計画」の検討が進めら
れ、本委員会として、逐次説明を聴取してまいりました。

　本委員会といたしましては、この「島根創生計画」は島根県の施策運営の総合的・基本的
な指針であり、最上位の行政計画であるとの認識のもと、現在の本県の状況を踏まえた上
で、必要な内容となるよう、調査検討を行ってきたところです。

　現行の「島根創生計画」は、本格的に取り組もうとされていた矢先、新型コロナウイルス
感染症の感染が確認され、その後、感染拡大が長期化したほか、令和４年度にはロシアの
ウクライナ侵攻を背景に始まったエネルギー価格・物価高騰等により、計画を策定した時点
で実施しようとされていたことが十分には実施できない状況となりました。コロナは令和
５年５月に５類へ移行し、社会活動への影響はほぼ解消されたところではありますが、エ
ネルギー価格・物価高騰等は高止まりの状況にあり、県民生活や企業活動を取り巻く環境
は、依然として厳しい状況が続いています。

　こうした中にあっても、執行部におかれては、コロナの感染拡大防止と県内経済の回復
に最優先で取り組むと同時に、島根創生の取組を着実に進めてこられました。しかしなが
ら、島根創生計画に掲げた数値目標については、合計特殊出生率、人口の社会移動ともに、
現状は低下傾向にあり、人口減少に歯止めがかからない状況です。

　こうした状況も踏まえながら、「第２期島根創生計画」の策定に向け、本委員会ではこの
間、定例会毎に審議を行ってまいりました。
　執行部からは、第２期計画の考え方として、まず、目指す将来像については、県民一人
ひとりが愛着と誇りを持って笑顔で暮らせる「島根の暮らし」を守り、その暮らしを次の世
代に引き継いでいくという、基本的な考え方は変わっていないことから、引き続き「人口

令 和 ７ 年 ３ 月 １3日
２月定例県議会本会議
において了承

資料３

島根県総合開発審議会　審議状況

○第57回審議会　令和６年７月４日（木）
主な議題
　・諮問
　・島根創生計画に基づくこれまでの取組の評価（政策評価）
　・島根県の概況
　・第２期島根創生計画（案）骨子

○第58回審議会　令和６年８月28日（水）
主な議題
　・第２期島根創生計画（素案）
　・「人口減少に打ち勝つための総合戦略」において新規・拡充を検討して
　　いる主な施策
　・島根県政県民意識調査の結果

○第59回審議会　令和６年10月17日（木）
主な議題
　・第２期島根創生計画（素案）
　・「第２期島根創生計画（素案）」に関するご意見
　・令和６年度施策評価等、地方創生関連交付金事業及び企業版ふるさと
　　納税の活用状況
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　・「第２期島根創生計画（素案）」に関するご意見
　・島根県の人口動態

○知事へ答申　令和６年12月11日（水）
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減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根」を掲げることが示されました。また、長期の数値
目標については、人口減少につながる自然減と社会減を改善していく必要があることから、
引き続き、「合計特殊出生率2.07」と「人口の社会移動の均衡」を掲げること、そして目標の
達成時期については、現状の数値が低下傾向であることを踏まえて、いずれも現行計画か
ら10年延長し、「合計特殊出生率2.07」は2045年まで、「人口の社会移動の均衡」は2040年ま
でとすることが示されました。
　このほか、第２期計画の取組では、人口減少対策には特効薬はないことから、あらゆる
分野の施策を着実に実施していくこととされた上で、新たに地域生活交通や医療、介護等
の地域の生活基盤を支える人材確保などの取組を進めることとされました。
　さらに、人口減少問題は国全体で戦略的に取り組むべき課題であり、県民生活や県内事
業者に深刻な影響を与える為替水準の是正や物価上昇等によるコスト上昇分を価格転嫁で
きる取引環境の整備、税制の見直し等による東京一極集中の是正など、一地方では解決で
きない日本社会、日本経済全体の課題について、計画に盛り込んで、国へ対策を求めてい
きたい旨の説明がありました。

　こうした説明に対して委員からは、
　・人口減少が今後も進んでいく中で地域の暮らしをどう維持していくのか、将来の島根

の姿も見据えながら取組を進めていくこと。

　・人口減少対策について、市町村と連携して取り組むこと。

　・医療や教育等においての県民生活を最低限保障すべく「島根ミニマム」を実現するため
の努力をすること。

　・人口減少が著しい地域への対策について、それを考慮した施策を検討すること。

　・「国に求める対策」を「第２期島根創生計画」に盛り込むことについて、違和感がある
という意見があった一方、素案において、「国に求める対策」を「県が実施する対策」
と切り分ける整理をされたことを受け、島根の目指す将来像を実現するためには都市
部と地方の格差を是正する必要があることから、計画に盛り込み、国へ強く求めてい
く必要があることは理解できること。

　・人材育成においては、情操教育が重要である。また、県民の高い倫理観や道徳観、情
操感により島根が安心して暮らせる社会であることを表現している「誰もが、誰かの、
たからもの。」のキーフレーズを活用しながら、島根の良さや魅力について、県内外に
もっとアピールしていくこと。

　・島根創生を推進していく上で、限られた職員数で効率的な行政運営を進めていくため
にも「島根県ＩＣＴ総合戦略」に基づき、行政のデジタル化を推進していくこと。

　などの意見があったところです。
　
　こうした委員からの意見や市町村等の意見等を踏まえ、令和６年１１月２６日の全員協
議会において「第２期島根創生計画」の最終案が示されました。
　そして、令和７年２月定例会では、現状を踏まえた修正等を行った最終的な計画案が示
されたところであります。
　第２期計画については、本委員会において、これまで多くの議論を重ね、色々な意見が
ありました。内容や方向性等は妥当であるとの意見がある一方で、一部の施策については
賛同できないため計画案には反対であるとの意見もありました。
　こうした意見等を踏まえ、挙手による採決を行った結果、賛成多数により「第２期島根
創生計画」の最終的な計画案を了承することが決定されました。

　今後は、この「第２期島根創生計画」に沿って、目標の実現に全力で取り組まれること、
また、東京一極集中の是正等、一地方では解決できない諸課題についても、引き続き国へ
強く対策を訴えていかれることを求めるものであります。

　また、島根創生を着実に進めていく上では、デジタルの力も欠かせません。令和４年に
策定された「島根県ＩＣＴ総合戦略」の取組についても、引き続きしっかり進めていくよう
要望します。

　以上が「地方創生」に関する調査結果の報告です。

　〔略〕

　最後に、島根創生を実現していく上では、住んでいる地域、世帯に関わらず、県民一人
ひとりが幸せに暮らせる社会を実現していくことが大切です。そのためにも県民が思いや
りの心をもち、島根に暮らすことに誇りを持てるよう、県民に寄り添いながら、魅力ある
島根をつくっていってほしいと考えております。
　執行部におかれては、このことを念頭に、県民一人ひとりにしっかりと向き合い、県民
とともに全力を挙げて取り組んでいただくことを切に要望し、本委員会の報告といたしま
す。
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令和６年　３月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

令和７年　２月

３月

11日　 県議会２月定例会（特委）　　…第２期島根創生計画の考え方（案）

11日　 県議会６月定例会（全協）　　…第２期島根創生計画の考え方

28日　 県議会６月定例会（特委）　　…第２期島根創生計画（案）骨子

４日　 第57回総合開発審議会、知事から諮問

25日　 副町村長との意見交換会

５日　 副市長との意見交換会

21日　 県議会（全協、特委）　　　　…第２期島根創生計画（素案）

23日　 市長との意見交換会

25日　 地域広聴会（隠岐）

28日　 第58回総合開発審議会

29日　 パブリックコメント（～９月30日）

２日　 町村長との意見交換会

７日　 地域広聴会（浜田）

16日　 地域広聴会（松江）

４日　 県議会９月定例会（特委）　　…（継続審議）

17日　 第59回総合開発審議会

26日　 県議会11月定例会（全協、特委） …第２期島根創生計画（案）

10日　 第60回総合開発審議会

11日　 総合開発審議会より知事へ答申

16日　 県議会11月定例会（特委）　　…（継続審議）

14日　 県議会２月定例会（全協）　　…第２期島根創生計画（案）

10日　 県議会２月定例会（特委）

13日　 地方創生・行財政改革調査特別委員長報告、了承

14日　 第２期島根創生計画　決定

策定の経過

※全協：全員協議会、特委：地方創生・行財政改革調査特別委員会
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